
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
（
ピ
ア
・
か
た

つ
む
り
）
定
例
会
の
お
知
ら
せ

　
家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
当
事
者
を
持
つ
父
母

や
兄
弟
が
集
ま
っ
て
、
毎
月
1
回
「
家
族
を
支
え

る
会
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。「
支
え
る
会
」
は

家
族
や
親
族
だ
け
が
参
加
出
来
る
会
で
、
安
心
し

て
悩
み
を
話
し
合
い
、
多
く
の
参
考
意
見
が
聞
け

る
場
で
す
。
時
に
は
専
門
家
を
講
師
に
迎
え
て
医

療
や
福
祉
制
度
に
つ
い
て
の
勉
強
も
し
ま
す
。

　
事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
、
初
め
て

参
加
さ
れ
る
方
も
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

▼��

日
時　
７
月
6
日
㈯　

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

▼�

場
所　
龍
ケ
崎
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
龍
ケ
崎

市
馴
馬
町
２
４
４
５
）

▼
対
象
地
区　
利
根
町
・
龍
ケ
崎
市
・
稲
敷
市
・

　
河
内
町
・
つ
く
ば
市
・
そ
の
ほ
か

▼
主
催　
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会（
ピ
ア・か
た
つ
む
り
）

▼
問
い
合
わ
せ
先　
龍
ケ
崎
地
方
家
族
会
会
長　

　
竹
之
内　
☎
０
９
０
‐
１
６
１
４
‐
２
３
７
１

注
意
！

あ
な
た
の
土
地
が
狙
わ
れ
て
い
ま
す
！

「
良
い
土
で
土
地
を
埋
め
立
て
て
あ
げ
ま
す
」
な

ど
と
、
う
ま
い
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
、
安
易
に
同

意
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
廃
棄
物
を
不
法
投
棄
さ

れ
た
り
、
無
許
可
で
建
設
残
土
を
埋
め
立
て
ら
れ

た
り
す
る
事
例
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
責
任
や
処
理
費
用
の
負
担
は
、
行
為

者
だ
け
で
な
く
、
土
地
所
有
者
に
及
ぶ
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

　
不
法
投
棄
、
野
焼
き
、
不
適
正
な
残
土
埋
め
立

て
を
発
見
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

「
不
法
投
棄
１
１
０
番
」
☎
０
１
２
０
‐
５
３
６

‐
３
８
０
ま
で
通
報
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
受
付
時
間　
平
日
の
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

　
時
15
分
、
受
付
時
間
外
は
最
寄
り
の
警
察
署
へ

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
茨
城
県
廃
棄
物
規
制
課

　

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
０
３
３

  
生
活
環
境
課　

廃
棄
物
対
策
係

　

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
３
８
）　
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茨
城
県
南
水
道
企
業
団
の
情
報
公
開
お

よ
び
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

　
茨
城
県
南
水
道
企
業
団
で
は
、
住
民
参
加
に
よ

る
開
か
れ
た
企
業
運
営
を
図
る
た
め
、
情
報
公
開

条
例
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行

条
例
を
制
定
し
て
お
り
ま
す
。

　
令
和
５
年
４
月
１
日
～
令
和
６
年
３
月
31
日
ま

で
の
運
用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
情
報
公
開
制
度
に
関
す
る
も
の

　
公
開
請
求
の
件
数
：
４
件

　
公
開
決
定
等
の
件
数
：
公
開
３
件
、
部
分
公
開

　
１
件
、
非
公
開
（
不
存
在
）
０
件

　
審
査
請
求
の
件
数
：
０
件

▼
個
人
情
報
保
護
制
度
に
関
す
る
も
の

　

 

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
、
削
除
お
よ
び
目
的

外
利
用
等
の
中
止
の
請
求
の
件
数
：
０
件

　
請
求
に
対
す
る
決
定
等
の
件
数
：
０
件

　
審
査
請
求
の
件
数
：
０
件

▼�

問
い
合
わ
せ
先

  

茨
城
県
南
水
道
企
業
団　

総
務
課　

庶
務
係

☎
０
２
９
７
‐
66
‐
５
１
３
１

熱
中
症
に
は
ご
注
意
を
！

　
毎
年
、
こ
の
時
期
に
は
、
農
作
業
中
に
熱
中
症

に
な
る
人
が
増
え
て
き
ま
す
。

　
熱
中
症
に
は
正
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と

で
、
適
切
に
予
防
す
る
こ
と
が
可
能
で
す

予
防
の
ポ
イ
ン
ト

①
暑
さ
を
避
け
る

②
こ
ま
め
な
休
憩
と
水
分
補
給

③
単
独
作
業
は
避
け
る

④
熱
中
症
対
策
ア
イ
テ
ム
の
活
用

　
そ
の
ほ
か
、
日
々
の
体
調
管
理
な
ど
、
熱
中
症

に
負
け
な
い
体
づ
く
り
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
農
業
政
策
課　
農
業
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
４
３
１
）

介
護
保
険
負
担
割
合
証
の
更
新
に
つ
い
て

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
す
べ
て

の
方
お
よ
び
事
業
対
象
者
の
方
に
発
行
し
て
い

る
、
利
用
者
負
担
の
割
合
が
記
載
さ
れ
た
「
介
護

保
険
負
担
割
合
証
」
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈬

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
新
し
い
介
護
保
険
負
担
割
合
証
は
７
月
18
日
㈭

の
郵
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
㈭

以
降
に
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合

は
、
新
し
い
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
提
示
し
て

く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
福
祉
課　
高
齢
介
護
係

　

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
３
２
）

取手北相馬休日夜間診療所（内科・外科）
取手市野々井１９２６番地
（取手北相馬保健医療センター医師会病院内）
☎０２９７－７８－６１１１
※必ず事前に医療機関に電話をしてください。
診療時間　土曜日：17時～翌朝 9時
　　　　　日曜日、祝日・年末年始：9時～翌 9時

休日・夜間の受診が必要なとき

050-5445-2856

受診を迷ったり・誰かに相談したいとき

住
民
税
均
等
割
お
よ
び
森
林
環
境
税

に
つ
い
て

　
令
和
６
年
度
以
降
の
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に

つ
い
て
、
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
の
理
念
に

基
づ
き
、
平
成
26
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で

の
10
年
間
、
臨
時
的
に
年
額
１
０
０
０
円
（
町

民
税
５
０
０
円
、
県
民
税
５
０
０
円
）
が
加
算
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
令
和
６
年
度
か
ら
は
こ
の
臨

時
措
置
が
な
く
な
り
、
新
た
に
森
林
の
整
備
お
よ

び
そ
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
財
源
と
し
て
、
森

林
環
境
税
（
年
額
１
０
０
０
円
）
が
始
ま
り
ま
し

た
。
ま
た
森
林
環
境
税
は
、
そ
の
税
収
の
全
額
が

森
林
環
境
譲
与
税
と
し
て
、
都
道
府
県
・
区
市
町

村
に
譲
与
さ
れ
ま
す
。

※ 

次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
個
人
住
民
税
の

均
等
割
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

① 

生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る

方
。（
１
月
１
日
現
在
）

② 

障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
、
ひ
と
り
親
で

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の
方
。

③ 

前
年
中
の
所
得
が
町
の
条
例
で
定
め
た
金
額
以

下
の
方
。

税　　　目 令和 5 年
度まで

令和６年
度から

森林環境税（国税） ー 1,000 円

住民税均等割（町民税）3,500 円 3,000 円

住民税均等割（県民税）
※森林環境湖沼環境税
　1,000 円含む

2,500 円 2,000 円

合　計 6,000 円 6,000 円

●�問い合わせ先　税務課　町民税係
　☎６８－２２１１（内線２０３）

そ
　
の
　
他

農
地
の
適
正
管
理
に
つ
い
て

　
近
年
、
農
業
者
の
高
齢
化
や
担
い
手
不
足
な
ど

に
よ
り
、
不
耕
作
に
な
る
農
地
が
多
く
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。

　
農
地
が
耕
作
さ
れ
な
い
と
雑
草
や
雑
木
な
ど
が

繁
茂
し
、
病
害
虫
の
発
生
源
と
な
り
、
周
辺
農
地

や
近
隣
住
民
の
方
に
大
き
な
迷
惑
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
ま
た
、
ゴ
ミ
を
投
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た

り
、
火
災
の
原
因
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
な
ど
生

活
環
境
の
悪
化
に
繋
が
り
ま
す
。

　
農
地
所
有
者
の
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
耕
起

や
草
刈
り
な
ど
を
行
い
、
農
地
の
適
正
な
管
理
に

ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先

　
農
業
委
員
会
事
務
局　
農
業
政
策
課
内

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
４
３
６
）

実
用
英
語
技
能
検
定
補
助
事
業
の
ご

案
内

　
利
根
町
教
育
委
員
会
で
は
、
英
語
力
お
よ
び
学

習
意
欲
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
実
用
英
語
技
能

検
定
補
助
事
業
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

▼��

補
助
額　
受
検
し
た
検
定
料
の
半
額
（
就
学
援

助
の
認
定
を
受
け
た
者
は
全
額
）

▼�

対
象
者　
利
根
町
に
居
住
す
る
小
・
中
学
生

▼
対
象
期
間　
令
和
６
年
度
内
の
試
験

▼�

申
請
方
法　
申
請
書
、
受
験
票
の
写
し
、
領
収

書
、　
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の　
（
通
帳
・

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
）、
認
印

▼
申
請
締
切　
令
和
７
年
３
月
31
日
㈪

▼
申
請
場
所　
利
根
町
教
育
委
員
会　
指
導
課

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
指
導
課　

庶
務
係

　

☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
４
１
２
）

茨
城
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
申

し
込
み
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
茨
城
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

「
団
体
競
技
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
競
技
」
の
参

加
申
込
を
６
月
３
日
㈪
～
７
月
10
日
㈬
の
期
間
で

行
い
ま
す
。

　

申
し
込
み
方
法
な
ど
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
県
障
害
福
祉
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の
上
、
市
町
村
障
害
福
祉

担
当
課
、
施
設
、
学
校
あ
て
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

h
ttp

s
:/

/
w

w
w

.p
re

f.
ibaraki.jp/hokenfukushi/
shofuku/7-3.htm

l

▼�

問
い
合
わ
せ
先

　

茨
城
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
文
化
協
会

　

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
３
７
５

　

FAX
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
３
７
８

利
根
町
水
彩
同
好
会
会
員
募
集

　
気
楽
に
絵
を
描
く
事
を
楽
し
む
仲
間
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
風
景
・
人
物
・
静
物
・
季
節
の
野
菜

や
果
物
等
を
思
い
思
い
に
描
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼�

活
動　
毎
月
2
回
（
第
2
水
曜
日
・
第
4
水
曜

日
） 

午
前
9
時
～
正
午

▼
会
費　
月
２
０
０
０
円

▼
場
所　
利
根
町
文
化
セ
ン
タ
ー

▼�

見
学
自
由
（
場
所
が
変
わ
る
場
合
が
有
る
の
で

事
前
連
絡
要
。）

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
三
木

　
☎
０
９
０
‐
８
３
０
７
‐
２
４
５
７

令
和
６
年
度
区
長
会
総
会
を
開
催

　

４
月
25
日
、
区
長
会
総
会
が
開
催
さ
れ
役
員

の
改
選
を
行
い
、
利
根
町
区
長
会
長
に
渡わ

た
な
べ
く
に
ひ
ろ

邊
邦
弘

氏
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　
区
長
は
、
住
民
福
祉
の
増
進
や
各
地
域
の
自
治

の
推
進
を
図
る
こ
と
で
、
町
政
の
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
各
地
区
か
ら
の
町
政
に
対
す
る
ご
要
望
は
、
区

長
が
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
町
政

に
対
す
る
ご
要
望
は
そ
れ
ぞ
れ
お
住
い
の
区
長
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

「
一
時
的
に
資
材
置
場
と
し
て
貸
し
て
ほ
し
い
」、

渡
わたなべ

邊　邦
くにひろ

弘　氏
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